
放送ネットワーク整備事業

補助対象 ：都道府県・市町村（複数の地方公共団体の連携主体を含む。）、３セク、民間放送事業者及び一般社団法人
補助率 ：・都道府県・市町村の単独又は連携の場合：１／２

・３セク、民間放送事業者又は一般社団法人の場合：１／３
補助対象経費 ：・予備放送設備（予備送信設備、予備電源設備、予備番組送出設備、予備中継回線設備、津波対策等設備等）

・ＦＭ補完送信所
・災害放送設備（緊急地震速報設備、緊急警報放送設備等）

被災情報や避難情報など国民の生命・財産の確保に不可欠な情報を確実に提供するため、
予備放送設備、災害放送設備の整備を行う都道府県、市町村、３セク、民間放送事業者及び
一般社団法人に対し、整備費用の一部を補助することで、地域の情報通信環境の強靭化を実現
する。
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外国波との混信に
よる難聴発生地域
をＦＭ波で補完す
ることにより対策

地形的原因で生じる遮へいによる受信障害又
は地理的原因による受信障害が発生する地域
をＦＭ波で補完することにより対策
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津波等の自然災害によ
り中波放送局が大きな
被害を受け、放送継続
が困難となる懸念のあ
る地域でＦＭ波により
補完することにより対
策
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ＦＭ補完中継局の開設目的

・ＦＭ補完中継局は、難聴対策又は災害対策の必要性が認められる場合に限り開設できるものとする。

・「難聴」とは、「標準放送を行なう放送局の放送区域」に規定するＡＭラジオ放送の法定電界強度を満たさない地点、又は電気
雑音の影響や外国波混信等によりＡＭラジオ放送の聴取が困難と判断される地点が継続的かつ地域的に存在すると考えられ
る状態を想定。


